
まつの Edy カード会員規約 
 
第１章 まつのEdyカードについて 
１条 本契約 本規約を承認の上、株式会社まつの（以下「当社」という）に⼊会の申し込みをさ

れ、当社が認める事により本契約（カード利⽤契約）が成⽴し会員となります。 
２条 まつのEdyカードの発⾏ 
（1） 当社は、会員に対し「まつのEdyカード」（以下「カード」という）を当社が定める⽅法

で本⼈確認の上、貸与します。カードは会員本⼈のみが利⽤できるものとし、他⼈に貸
与、譲渡、質⼊れ等担保に供することはできません。 

（2） カードは会員が退会もしくは会員の資格が取り消されるまで有効とします。 
（3） 会員は当社が定めるカード交付実費代として⼊会時に300円(税込)を現⾦にてお⽀払いいた

だきます。 
１年以上ご利⽤がないカードについては最終ご利⽤⽇から１年経過した⽇を基準に⾃動退
会扱いとなります。なお、納⼊されたカード交付実費代は理由の如何を問わず返却できま
せんので、予めご了承下さい。 

３条 カードの利⽤ 
（1） カードは当社の店舗及び当社の指定する店舗（以下「加盟店」という）で商品の購⼊、そ

の他のサービスにご利⽤いただけます。ただし、当社が特に定める商品については利⽤で
きない場合があります。 

（2） カードの提⽰がない場合は、お買上ポイントの加算はできません。（また、ポイントのあ
とづけはできません。) 

（3） 弊社管理外のアプリ等をご使⽤での問題が発⽣した場合の責任は負いません。 
第２章 共通事項 
４条 カード及びサービス券類の紛失・盗難 
（1） カードの紛失、盗難その他の事由により、他⼈にカードを使⽤された場合の損害は会員の

負担となります。 
（2） カードを紛失また盗難にあった場合は、直ちに当社までご連絡の上、最寄りの警察にその

旨を届けるとともに、当社所定の紛失、盗難届を提出していただきます。 
（3） ポイント及び購⼊⾦額の累積により提供されるサービス券類の紛失については、当社は⼀

切その責を負いません。 
（4） ポイントカードを紛失した場合、それまでの累積ポイント及びお買上げ実績の補償は無い

ものとし、失効といたします。 
（5） ⼊⾦（チャージ）されていた⾦額に関して当社は⼀切責任を負いません。 
５条 カードの再発⾏ 

カードの再発⾏は、当社が相当と認めた場合に⾏います。なお、紛失その他破損による再発
⾏の場合は、改めてカード交付実費代300円(税込)をいただきます。 

６条 届出事項の変更 
（1） 会員が⽒名、連絡先（住所・TEL）等を変更される場合は速やかに当社にお届けくださ

い。 
（2） 前（1）の変更事項についてのお届出がなく、当社からの発送分等が延着し、⼜は到着しな

かった場合でも通常到着すべきときに到着したものとみなします。 
７条 退会、会員資格の取り消し 



（1） 会員は当社所定の届出を店舗にて提出することにより、いつでも退会することができま
す。 

（2） 会員が本規約に違反した場合、会員資格を取消す場合があります。この場合、カード上に
累積されているポイントは資格の取消しと同時に無効になります。 

（3） 前の（1）（2）の場合には、カードを当社にお返しいただきます。 
（4） ⼊⾦（チャージ）されていた⾦額は返⾦できません。 
８条 カードの特典、企画内容及びカード関連費⽤の変更・廃⽌ 

カードの特典、企画内容及びカード関連費⽤の⾦額等は、継続的なものではありません。変
更⼜は廃⽌する場合はあらかじめ会員にその旨を店内掲⽰、当社ホームページ等で通知⼜は
告知します。その後に利⽤された場合は変更・廃⽌事項を承認されたものとします。 

９条 規約の変更 
本規約を変更⼜は改訂した場合は、会員にその旨を店内掲⽰、当社ホームページ等で通知⼜
は告知し、その後にカードを利⽤された場合は変更事項を承認されたものとします。 

１０条 その他の承認事項  
本申込みに関する必要事項にご記⼊いただけない場合は、本申込みをお断りする場合がござ
います。 

１１条 管轄 
会員は、本規定について紛争が⽣じた場合、当社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とす
ることに同意するものとします。 

１２条 カードに関するご相談窓⼝  
カードに関することがら、その他宣伝物の送付など営業案内、中⽌の申出等に関するお問い
合わせは下記を窓⼝とします。 

 
カードに関するお問い合わせ先 
株式会社まつの(恒久店) 
〒880-0913 
宮崎県宮崎市恒久2丁⽬13-28 
TEL：0985-52-7000 
受付時間 10：00〜17：00 
  （⽇・祝⽇・年末年始を除く） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



個⼈情報の収集・保有・利⽤・提供及び登録に関する同意条項 
１条 個⼈情報の収集・保有・利⽤・預託 
（1） 会員（申込者。以下同じ）は本規約（本申込を含む。以下同じ）を含む株式会社まつの

（以下当社という）との取引管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個⼈情報」
という）の収集・利⽤・提供・及び登録について同意します。 

① 本申込書に会員が記載した⽒名・年齢・⽣年⽉⽇・住所・電話番号及び会員が当社に届け
出た事項 

② 本契約に関する申込⽇・契約⽇及び商品の購⼊情報 
③ 官報や電話帳等に公開されている情報 

（2） 当社が当社の事務（コンピュータ事務）を第三者に委託する場合に、当社が個⼈情報の保
護を講じた上で、（1）により収集した個⼈情報を該当業務委託先に預託することがありま
す。 

２条 個⼈情報の利⽤  
会員は、当社が下記の⽬的のために１条（1）①②の個⼈情報を利⽤する事に同意します。 

① 当社の宣伝物・印刷物の送付等、営業案内のために利⽤する場合 
② 当社の商品開発及び店舗運営のために利⽤する場合 

３条 個⼈情報の提供・利⽤ 
（1） 会員は当社が下記の場合に１条（1）①②の個⼈情報を提供し当該提携先が利⽤する事に同

意します。 
① 当社と個⼈情報の提供に関する契約を締結した当社の提携会社が下記の⽬的により個⼈情

報を利⽤する場合 
・商品、役務等のご案内及び商品等に関するご案内 

② 当社の指定する店舗・諸施設（以下「加盟店」という）で売買契約、役務提供契約等の履
⾏による当社の会員に対するサービスの履⾏のために利⽤する場合 

（2） 本契約期間中に上記（1）の提供・利⽤先が新たに追加された場合は、通知⼜は告知するも
のとします。 

４条 個⼈情報の開⽰・訂正・削除 
（1） 会員は、当社及び３条で記載する当社と個⼈情報の提供に関する契約を締結した提携会社

等に対して、⾃⼰に関する個⼈情報を開⽰するよう請求する事ができます。当社が保有す
る⾃⼰に関する個⼈情報の開⽰を求める場合には、下記記載の窓⼝まで連絡してくださ
い。 

（2） 万⼀登録内容が不正確⼜は誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに訂正⼜は
削除に応じるものとします。 

（3） 第三者への個⼈情報の開⽰、提供は以下の各号の場合可能とする。 
① 当該個⼈会員の同意がある場合 
② 裁判所の令状に基づき開⽰を求められた場合 
③ 個⼈情報の保護に関する法律及びその他の法令に基づく場合。 

５条 本同意条項に不同意の場合  
当社は会員が本契約の必要な記載事項（契約書表⾯で契約者が記載すべき事項）の記載を希
望しない場合及び虚偽の申請があった場合や本規約の内容の全部⼜は⼀部を承認できない場
合、本契約をお断りすることがあります。 

６条 利⽤・提供中⽌の申出  



本同意条項２条及び３条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利⽤・提供している場
合であっても、中⽌の申出があった場合は、それ以降の当社での利⽤、他社への提供を中⽌
する措置をとります。 

７条 問合せ窓⼝  
個⼈情報の開⽰・訂正・削除の会員の個⼈情報に関するお問合せや、利⽤・提供の中⽌への
申出等に関しましては下記を窓⼝とします。 

８条 条項の変更 
当社は、本同意条項を法令の定める⼿続きにより、必要な範囲内で変更できるものとしま
す。 

 
カードに関するお問い合わせ先 
株式会社まつの(恒久店) 
〒880-0913 
宮崎県宮崎市恒久2丁⽬13-28 
TEL：0985-52-7000 
受付時間 10：00〜17：00 
  （⽇・祝⽇・年末年始を除く） 
 


